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論 文 要 旨       
 

 

所属ゼミ 和田充夫研究会 学籍番号 ８０１２８５０８ 氏名 角  野     剛 

（論文題名） 
 
 

提携カード・イメージの消費者金融ロイヤルティへのすり込み効果 
 
 
 
（内容の要旨） 
 
  バブル経済崩壊後の長引く不況により、多くの業界がその影響を被っているなか、急速に
業績を拡大してきた消費者金融業界であるが、その収益性が高いビジネスであるがために、
近年では異業種や外資の参入により消費者金融市場の競争が激化している。また、これまで
順調に拡大してきた消費者金融市場の成長率も鈍化しているため、既存顧客への貸付残高
単価の増加によって貸付残高を伸ばす傾向が強まっており、将来の貸倒リスクの増大が高ま
ってきている。更には 2000 年に引き下げられた出資法の上限金利を近い将来に再度見直し
を行う可能性もあり、消費者金融会社の収益性が大幅に低下することが懸念されている。 
 
  このような現状を踏まえ、消費者金融業界が抱えている本質的な課題は、①貸付残高単価
上昇に伴う貸倒リスクを回避するために、優良顧客を囲い込むこと②収益性低下の対応とし
て、これまでとは違う形態で新たに顧客を創造することにあると考えられる。しかし、依然として
消費者金融業界にはネガティブなイメージが残っており、業界単独でのイメージ向上には限
界がきているため、他業界との提携関係を通じて消費者金融会社のイメージアップ、および顧
客ロイヤルティ形成が重要となっている。そこで本研究では、クレジットカード会社との提携カ
ードを題材として、消費者が取得した情報を属性イメージと意味イメージとして解釈し、それら
が利用意向に影響を与えていることを前提としたうえで、カード提携によってそのイメージおよ
び利用意向が向上するかどうかについて、武富士とレイクを対象とした実証分析を行った。 
 

分析の結果、消費者金融会社の提携カードは、利用経験がある消費者では利用意向の向
上が見られない一方で、利用経験がない消費者では利用意向の向上が見られた。また、利用
経験以外にも性別(男性／女性)、年代(20～30 歳代／40 歳代以上)を軸として提携カードの
有効性を検証した結果、すべてのカテゴリにおいて利用意向が向上することが確認でき、男
性と40 歳代以上はグローバル性とステータス性、女性は利用メリット、20~30 歳代は親しみや
すさと利用メリットが利用意向に最も影響している要因であることが分かった。 
 
  これらの結果から、消費者金融会社の有効的な提携カードの活用について、①新規顧客
獲得のツールとして活用すること②提携カード名と企業名を分離すること③ポイント・プログラ
ムを導入すること④性別・年代ごとのカテゴリには上記要因を訴求したアプローチをすべきで
あることを提言した。これらの提言を武富士とレイクの実際の運用に照らし合わせ、改善ポイン
トを指摘した後、カード提携の範囲を越えた提携先との関係についても提言している。 
 
 

 


